
令和７年度 指定管理者の公募について

１ 対象施設

２ 前回（R2nd）公募からの主な変更点
※令和６年度の公募から反映済

(1) 募集要項の見直し

今年度に選定を行う対象施設は以下のとおりする。
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①複数案件への併願の制限撤廃
前回公募においては、同一年度の公募において複数の公園の指定管理者（グルー

プにおける構成団体含む）にはなることができないとしていたが、下記理由から、
今回公募より同一年度の公募において、複数の公園の指定管理者になることを可能
とする。
【理由】
・複数の公園運営によるノウハウ、スケールメリットの活用ができる。
・指定管理者の応募団体数が減少し、１社のみ応募しかなかった公園が増加してき
ている現状において、応募団体を増やす機会となる。
※その他市の施設でも同様の状況にあり、複数案件への併願を制限していない指

定管理施設が多い。

②自主事業での便益施設の設置
便益施設については、利用者サービスの向上に繋がると考えるため、公園の

指定管理者にも、施設設置許可を与える。
施設は期間内の設置とし、期間満了の場合には現状復帰することを条件とす

る。

(2) 評価基準の見直し

①「提案内容の実行可能性」の追加
「指定管理者の指定の手続きに関するガイドライン」に、選定の際には、提

案内容の実行可能性を選定基準として設定することが望ましいと追記されたこ
とから、提案事業の実現に繋がる具体的な手法が記載されているなど、提案内
容の実行可能性も評価基準として明示する。

②地場中小企業の活性化
前回は地場企業のみを評価項目としていたが、地場中小企業を育成する市の

施策にのっとり、地場に加え、中小企業であることも評価対象とする。

３ 指定管理料について
指定管理料の上限額は、R7年度の指定管理料を参考とし、下記の額で調整中。



② 青葉公園

④ 桧原運動公園

⑥ 今津運動公園

⑤ 西南杜の湖畔公園
③ 月隈北緑地
(パークゴルフ場)

⑦ 西部運動公園

① 福岡市雁の巣レクリエーションセンター
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４ 今後のスケジュール

６ 公募対象施設の位置
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５ 委員名簿

② 青葉公園
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７ 配点表
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